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④ 薬事に関する法規と制度
⑤ 一般用医薬品の適正使用と安全対策
⑦ 店舗の管理及び区域の管理に関する事項
⑧ その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

この講座では、
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』 ⇒『薬機法』

～濫用等のおそれのある医薬品の販売について～

「とりまとめ」
掲載ホームページ

厚生労働省主催シンポジウム「身近な市販薬・処方薬依存」 基調講演

「助けて」が言えない子どもたち～市販薬乱用を例に～
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所心理社会研究室長 嶋根卓也氏



医薬品の販売制度に関する検討会
１．目的
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 情報通信技術の進歩、OTC 医薬品の活用などセルフ

ケア・セルフメディケーションの推進、新型コロナウイル
ス感染症の影響によるオンラインでの社会活動の増加
など、一般国民における医薬品を巡る状況は大きく変化
している。一方で、一般用医薬品の濫用等、安全性確保
に関する課題も生じてきている。

 こうした中、医薬品のリスクを踏まえ、医薬品の安全か
つ適正な使用を確保するとともに、国民の医薬品へのア
クセスを向上させる観点から、医薬品販売制度について
の必要な見直し等に関する検討を行う。

（第１回 令和５年２月22日 資料２より）



医薬品の販売制度に関する検討会
２．検討内容
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（１）医薬品の販売区分及び販売方法

 要指導医薬品、一般用医薬品等の区分のあり方

 濫用等のおそれのある一般用医薬品の適正な販売のため
の方策

 要指導医薬品のオンライン服薬指導のあり方

 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売のあり方

（２）デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方

 薬剤師等による遠隔での情報提供の可能性

 管理者による遠隔での店舗管理の可能性

 遠隔での情報提供や店舗管理を踏まえた医薬品販売業の
許可制度のあり方

（３）その他

（第１回 令和５年２月22日 資料２）



医薬品の販売制度に関する検討会
２．検討内容
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（１）医薬品の販売区分及び販売方法

 濫用等のおそれのある一般用医薬品の適正な販売のための方策

• 一般用医薬品による救急搬送事例の増加。

（インターネット販売が可能となった平成26年以降増加している）

• 2020年10代の若者の薬物濫用では、56.4%で市販薬が使われている。

• コロナ禍で一般用医薬品を濫用する若者や過剰摂取が増加している。

（第２回検討会 資料２）

出典；一般用医薬品による中毒患者の現状とその対策
（廣瀬正幸他日臨救急医会誌(JJSEM)2020：23：702-6）

出典：「国内外における青少年の薬物使用の実態」
（国立精神・神経医療研究センター）

令和５年３月８日第２回 資料⇒



依存症の理解を深めるための普及啓発事業
依存症の理解を深めよう Butterfly heart
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イベント紹介＞過去一覧
ホームページ

https://izonsho.mhlw.go.jp/index.html

嶋根卓也氏
「助けて」が言えない子どもたち
～市販薬乱用を例に～

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

薬物依存研究部心理社会研究室長

ビデオをご提供くださった
嶋根卓也先生と依存症の理解を深めるための普及啓発事業事務局様のご理解とご協力に感謝申し上げます

依存症の理解を深めるための普及啓発事業

https://izonsho.mhlw.go.jp/index.html
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「助けて」が言えない子どもたち
～ 市販薬乱用を例に ～
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「助けて」が言えない子どもたち
～ 市販薬乱用を例に ～
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「助けて」が言えない子どもたち
～ 市販薬乱用を例に ～
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参考 本講座に無し（第２回検討会資料３より）

Ａさん （17歳 女性 通信制高校）
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• 薬物乱用歴：市販薬（ブロン、レスタミン）、大麻、有機溶剤、MDMA、LSD

• 薬物関連問題の重症度（DAST-20）：17点（集中治療を要する重度）

• 小学校3年生の時、両親が離婚

• 離婚をきっかけに、母親は昼夜問わず仕事をするようになり、この頃から
Ａさんおよび妹に身体的虐待がはじまる。顔に痣を作り登校するとき、「 遊
んでいて壁にぶつかったと言え」と母親に言われた。そのため、虐待を疑わ
れたことはなかった

• 中学校に入り、虐待はさらにエスカレート。精神を安定させるために、リス
トカット、家出、喫煙、飲酒をするように

• 16歳の時、家出をした時に、友人から「イヤなこと忘 れられ
る」「ぐっすり眠れる」と市販薬（ブロン 、レスタミン）のODを教わる。
ODすると、幻覚（水色のコバエ ）が見えるよ うになった。

事例紹介：森 治美（福岡県県警少年サポートセンター）

元のスライドは青い背景です



参考 本講座に無し（第２回検討会資料３より）

Ａさん （17歳 女性 通信制高校）
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これがないと、精神安定ができない、楽しみたいし、
頼りたい。でも、止めたい気持ちもあり、精神科とダ
ルクに行った。そこで見つけた絵本（F-CAN）を見て

『これなら止められるかもしれない』と思った。『これ
がしたい』と言って紹介されたのが、少年サポートセ
ンターだった

１６歳の頃、友人から『変わった煙草があるよ』と勧められたのが、大
麻だった。頭がフワフワする感じは、友人からもらった精神安定剤（市
販薬のこと）と同じだった

市販薬や大麻は私の精神安定剤。精神安定剤が必要なのは、ママと
の関係がとても悪いからだ。私は、本当は寂しがり屋で、ママが好き
なのに、仲良くしたいのに、上手くいかない。薬物を使い、何も考えら
れない状態を作らないと眠れない

事例紹介：森治美（福岡県県警少年サポートセンター）

元のスライドは青い背景です



Ｂ子さん（16歳女子 無職）
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Ｂ子が３歳の頃、母親は父親から壮絶なDVを苦に、自殺未遂を行い、

その単身シェルターへ避難。

父子保護家庭となり、１６歳になるまで、身体的虐待を受け続ける。

小学５年時、「このままではたまらない自殺をしよう」と家出をした先

で知り合った先輩とシンナー、ガス、大麻を吸うようになる。「生きるた

めの薬だった」と表現。

薬物を買うお金を稼ぐため、中１からガールズバーで働き、不登校。

中３時の担任との出会いで高校へ進学。

２歳上の姉が家出。２歳下の妹が自立できる歳になったことからＢ子

は母親を探し出し家出するも、再度薬物使用が始まり、母親が１１０番。

担当した警察官からの紹介。
森治美、少年用大麻再乱用防止プラグラム（F・CAN）を実施して見えてくる少

年の姿と今後の展望．シンポジウム１３ 大麻使用少年の理解とサポート（１）．

2022年度日本アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会．宮城,2022.9.10

元のスライドは青い背景です



Ｂ子の言葉
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大麻じゃなくても良かったのかもしれない。

でもその時は、薬物だけが救いだった。

だって、大人や社会は誰も私を助けてくれなかったから。

親も社会も頼れない、私たちのような子どももいて、大麻にしか居場所

がなくて、大麻をしているときは他のことを考えなくて良いと言うところ

まで、追いつめられた子どもが居ることを知って欲しい。

森治美、少年用大麻再乱用防止プラグラム（F・CAN）を実施して見えてくる少

年の姿と今後の展望．シンポジウム１３ 大麻使用少年の理解とサポート（１）．

2022年度日本アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会．宮城,2022.9.10

2023/1/26

元のスライドは青い背景です
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25 第２回検討会資料３に追記⇒「日本国内の精神科医療施設を対象とする全国調査において数多くの
依存症患者が報告８」 8.国立精神・神経医療研究センター.全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査2022
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参考 本講座に無し（検討会資料中にあり）
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市販薬の問題を抱えた子どもたちは、
「助けて」がなかなか言い出せずに
いるようです。

市販薬の問題を抱えた人たちを支援
をしていくためには、どのような配慮
や工夫が重要と考えますか？
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１．薬物使用リスクの高い青少年の存在を
無視しない

２．汗を書かせる参加型教育

３．「助けて」のハードルを下げる工夫

（相談支援に関する情報提供を含む）

これからの薬物乱用防止教育で重視して欲しいこと
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変更後⇒https://www.zmhwc.jp/centerlist.html

変更後⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/kazoku_dokuhon.html
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令和2年9月の事務連絡とガイドライン
店頭ポスター事例を参考に
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お客様各位

医薬品の適正販売のため、下記の取り組みをしております

１．濫用等の「適正な使用以外の目的での医薬品の購入」をお断りします。

２．濫用等のおそれのある医薬品をご購入の場合、下記対応にご協力ください。

① 購入者が若年者（高校生以下）の場合、氏名・年齢を確認します。

② 販売は原則おひとり様１個とさせていただきます。

③ 複数個購入をご希望の際には理由を確認します。

④ 「薬物依存」又はその疑いのある場合、副作用の報告を行います。

３．お困りの場合、お悩みの場合には、ご相談ください。

主な根拠規定：薬機法施行規則 （濫用等のおそれのある医薬品の販売等） 薬局⇒第15条の2、配置⇒第149条の7

第百四十七条の三 店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品（一般用医薬品に限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる

方法により行わなければならない。

一 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。

イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢

ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販

売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況

ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲

り受けようとする場合は、その理由

ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項

二 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用

のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。

事務連絡とガイドライン⇒

支援・サポート
NCASA



医薬品の販売制度に関する検討会 とりまとめ
２．濫用等のおそれのある医薬品の販売 （２）具体的な方策
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販売時の対応：対面またはオンラインを原則とし※、②から⑥までの状況を総合に勘案し、
販売の可否を判断する。 （①⑦）

②購入者が20歳以上であることの確認を行う。対面又はオンラインの場合、一見して

明らかに判別可能であれば身分証等による確認を不要とするが、外見だけでは判別
が難しい場合には、免許証や学生証等の写真付きの公的な身分証の提示を求める
こと等により年齢を確認することとする。対面又はオンラインによらない場合、本人認
証済みのアカウントや本人確認サービスを利用するなど、購入者が20歳以上であるこ
とを確実に確認できる方法により確認を行うこととする。

③販売可否の判断のため、購入者の状況の確認を行う際には、通常の医薬品の販
売において必要とされる情報に加えて、濫用目的でないかの確認を行うこととする。

④原則一人一包装単位の販売とする。特に、20歳未満の者が購入を希望する場合
は小容量の製品１個の販売のみとする。20歳以上の者が小容量製品複数個又は大

容量製品の購入を希望する場合には、その購入理由を確認し、適正な使用のために
必要最低限の数量に限って販売することとする。小容量製品の容量については、成
分や薬効群ごとに科学的知見も踏まえて、個別に検討すべきである。その際には、一
回の使用期間や添付文書の使用上の注意等の記載にも留意すること。

※：20歳以上の者が小容量の製品１個のみ購入しようとする場合には、対面又はオンラインによらな
い方法による販売も可能とする



医薬品の販売制度に関する検討会 とりまとめ
２．濫用等のおそれのある医薬品の販売
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⑤以下の場合には、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等の氏名等を確実

に確認できる方法で確認を行い、店舗における過去の購入履歴を参照し、頻回購入
でないかを確認する。また、販売後にはこれらの情報及び販売状況について記録し
その情報を保管する。

ア．20歳未満の者による購入の場合

イ．20歳以上の者による複数個又は大容量製品の購入の場合

ウ．20歳以上の者による小容量製品１個の購入において必要な場合（状況確認の
際に濫用目的や頻回購入が疑われる場合等）

エ．対面又はオンラインによらない販売の場合

⑥他店での購入状況について確認する。なお、濫用目的での購入への対策として、

できるだけ早期に購入履歴の一元管理を行い、複数店舗での重複購入を防止する仕
組みを導入することの検討が濫用防止の実効性を高めるために必要である。中長期
的には、マイナンバーカード等を活用する可能性について検討すべきである。

とりまとめの方向・・・法令上、具体的に規定されていなかったことが明記される

20歳以上、小容量製品１個、適正使用ならびに対面もしくはオンラインの原則を外れる場合

⇒写真付きの公的な身分証による年齢と本人確認、本人情報と販売状況の記録・保管



医薬品の販売制度に関する検討会 とりまとめ
２．濫用等のおそれのある医薬品の販売
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販売の可否判断の場面以外について

⑧販売に当たり、通常の医薬品と同様の使用方法や注意事項のほか、適正使用や

過量服用への注意喚起（家族等の過量服用を防止するため医薬品を適切に管理す
ること等の注意喚起を含む。）を行うなど、薬剤師等による情報提供を義務付ける。

⑨情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師等による情報提

供や声掛けの実効性を高める観点から、直接購入者の手の届く場所に陳列しないこ
ととする。

なお、適正な使用を目的とする購入者の医薬品へのアクセスが悪くなることが危惧さ
れること、売り場面積を確保できないことや、一律ではなく市販後安全対策の一環とし
て濫用されている特定の製品についてきめ細かく対応を検討することが重要であると
の理由から、この項目を削除すべきとの意見もあった。



医薬品の販売制度に関する検討会 とりまとめ
２．濫用等のおそれのある医薬品の販売
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○濫用防止のためには、販売時の対応だけでなく、以下の対策も必要である。

・ 濫用等のおそれのある医薬品について、濫用に対する注意喚起として、その外箱
等に濫用のおそれに関する注意喚起や、濫用に伴う危害に関する情報を表示する。

・ 濫用等のおそれのある医薬品に対する上記対策が店舗での業務に適切に反映さ

れるとともに、啓発や適切な支援に繋げるなどの濫用防止活動が推進されるよう、
店舗で販売に従事する者への研修等を行う。

○また、以下の取組について、販売業者、製造販売業者、行政等の関係者が連携し
て実施することが必要である。

・ 広く国民へ向けた啓発、注意喚起等の周知活動（初等中等教育の現場における啓

発や、若年者のみならずその保護者や学校関係者等濫用を行う当事者の「周囲の
大人」への情報提供の充実を含む。）

・ 濫用している者に対する薬剤師等はもとより地域全体で適切な救済や対応を図る
ための研修・啓蒙等の実施

・ 濫用の実態の把握及び当該実態等を踏まえ必要と認められた対象成分の見直し、
総合的な対策（製品の表示・仕様変更や濫用の実態が顕著な地域等に特化した対策）

⇒この講座で紹介のあった「バタフライハート」「薬物依存研究部」「NCASA」も活用しましょう


